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担当弁理士： 鶴⻲ 史泰 

均等侵害の判断に関する裁判例 
−「導光板」事件 − 

H30.12.20 判決 東京地裁 平成 28 年（ワ）第 4759 号 
特許権侵害差止等請求事件：請求棄却 

 
概要 
 均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分として従来技術に見られない特有の技術的思想を構成す
る特徴的部分を認定するに当たっては、拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当であるとし、その
結果、本件発明の本質的部分が特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定され、被告製品が均等の
第１要件を充足しないとされた事例。 

 

 
特許請求の範囲 

【請求項１】 
Ａ 透明な板状体の少なくとも一端面から入射する
光源からの光を、上記板状体の裏面に設けられた回
折格子によって板状体の表面側へ回折させる導光板
であって、 
Ｂ 上記回折格子の断面形状または単位幅における
格子部幅／非格子部幅の比の少なくとも１つが、上
記導光板の表面における輝度が増大し、かつ均一化
されるように変化せしめられていることを特徴とす
る 
Ｃ 導光板。 
 

主な争点 
１ 乙８による特許法２９条の２違反（争点２−２
） 
２ 均等侵害の要件充足性（争点１−２） 
 

裁判所の判断 
１ 乙８による特許法２９条の２違反について 
『・・・（略）・・・本件発明と乙８発明には、相
違検討点１に関して下記の相違点があるといえる。
』 
『「回折格子」につき、本件発明の「回折格子」は
多数の微細刻線溝を設けた光を回折させる部材であ
る（ホログラムとしては、エンボス型のホログラム
を用いたもののみを含む。）のに対し、乙８発明の
「回折格子」は体積・位相型のホログラムを用いた
ものである点 
 ・・・（略）・・・ 
 以上によれば、本件発明と乙８発明とは、前記の
相違検討点１において相違するから、同一の発明と
はいえず、乙８による特許法２９条の２違反の無効
理由が存するとは認められないが、本件発明と乙８
発明とは、その解決課題及び解決原理を共通にして
おり、解決手段たる回折格子の種類についてのみ相
違するにすぎないということができる。』 
 
２ 均等侵害の要件充足性について 
（１） 本件発明の構成要件Ａについて 

『本件明細書では、導光板の従来技術として、プリ
ズムによる全反射を利用したもののみが記載され、
回折現象は今まで導光板に用いられることがなかっ
たと記載されている。 
 しかし、原告は平成６年３月１１日に自ら、・・
・（略）・・・とする特許の出願をし、その明細書
では、・・・（略）・・・と記載していた（特願平
６−７９１７２）（乙１０、２０）。そして、これ
は本件発明の構成要件Ａと同じ構成を備えた発明と
認められる。 
 また、前記１で技術的意義等を認定した乙８発明
も、回折格子の種類は同じとは認められないものの
、導光板の裏面に回折格子を設け、回折現象を利用
して光量の増大を図る発明である（乙８発明のよう
ないわゆる拡大先願発明も参酌すべきことは後記の
とおりである。）。 
 以上より、導光板においてプリズムによる全反射
を利用するのでは光量が減るとの課題は、本件特許
の出願日において、本件発明と同じく導光板の裏面
に回折格子を設け、回折現象を利用することによっ
て既に解決されている課題であったと認められる。
』 
 
（２）本件発明の構成要件Ｂについて 
『先に争点２−２（前記１）について述べたとおり
、乙８発明も、導光板の裏面にホログラムの回折格
子を設け、回折現象を利用するものであり、かつ、
本件発明の構成要件Ｂと同一の構成を備え、それに
より、導光板の表面から出射する光を効率よく、ま
た、面内で均一に出射されるようにするものである
。もっとも、この乙８発明に係る特許の出願日は平
成７年１０月２７日であり、本件特許の出願よりも
前に出願されたものであるが、乙８発明に係る特許
について出願公開がされたのは平成９年５月１６日
であり（乙８）、本件特許の出願後であるから、乙
８発明はいわゆる拡大先願発明に該当するにすぎな
い。しかし、特許法２９条の２は、特許出願に係る
発明が拡大先願発明と同一の発明である場合を特許
要件を欠くものとしているところ、その趣旨の中に
は、先願の明細書等に記載されている発明は、出願
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公開等により一般にその内容が公表されるから、た
とえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願
であっても、その内容が先願と同一内容の発明であ
る以上、さらに新しい技術を公開するものではなく
、そのような発明に特許権を与えることは、新しい
発明の公開の代償として発明を保護しようとする特
許制度の趣旨からみて妥当でないとの点がある。こ
のように特許法が、先願の明細書等に記載された発
明との関係で新しい技術を公開するものでない発明
を特許権による保護の対象から外している法意から
すると、均等侵害の成否の判断のために発明の本質
的部分として従来技術に見られない特有の技術的思
想を構成する特徴的部分を認定するに当たっては、
拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当で
ある。 
 そうすると、導光板においてプリズムによる全反
射を利用するのでは照光面に極端な明暗のコントラ
ストが生じるとの課題は、本件特許の出願日におい
て、回折格子として刻線溝又はエンボス型のホログ
ラムを用いるか体積・位相型のホログラムを用いる
かの違いがあるとはいえ、本件発明と同じく、回折
格子の単位幅における格子部幅／非格子部幅の比を
、導光板の表面における輝度が増大し、かつ均一化
されるように変化させることによって既に解決され
ている課題であったと認められる。』 
 
（３）均等の第１要件について 
『ｃ そして、本件発明の、少ない消費電力で明る
く均一な照明を得ることができないとの課題（上記
（ア）②）は、上記ａ及びｂで述べた課題が解決さ
れることに伴い解決されるものである（上記（ウ）
γ）から、やはり既に解決されている課題であった
と認められる。 
 ｄ 以上からすると、本件発明が課題とするとこ
ろは、いずれも本件特許の出願時の従来技術によっ
て、同様の解決原理によって解決されていたといえ
る。本件発明がそれらの従来技術と異なる点は、回
折格子の単位幅における格子部幅／非格子部幅の比
を、導光板の表面における輝度が増大し、かつ均一
化されるように変化させることについて、体積・位
相型のホログラムではなく、刻線溝又はエンボス型
のホログラムを用いた点にあるが、回折格子として
は後者の方がむしろ通常であること（前記１（４）
ウ（ア）、（エ）、（オ））からすると、本件発明
の従来技術に対する貢献の程度は大きくないという
べきである。 
 ウ 以上よりすれば、本件発明の本質的部分につ
いては、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものと
して認定するのが相当である。 
 この点について、原告は、本件発明の本質的部分
は、光の波動の性質に基づく回折現象を利用して、
回折格子の断面形状又は単位幅における格子部幅／
非格子部幅の比に着目した点にあると主張するが、
これまで述べたことに照らして採用できない。 
 エ そうすると、被告製品の導光板では、前記の
とおり、微細構造体が回折された光が進行する側に

設けられていることから、構成要件Ａでいうところ
の「表面」に微細構造体が設けられ、光源からの光
が「表面」側に回折させられている。したがって、
被告製品の導光板は構成要件Ａの「板状体の裏面に
設けられた回折格子」という部分を充足していない
。 
 よって、被告製品が本件発明の本質的部分を備え
ているということはできず、本件発明と被告製品と
は本質的部分において相違すると認められるから、
被告製品は、均等の第１要件を充足しない。』 
 
（４）結論 
『以上によれば、被告製品は、少なくとも均等の第
１要件（非本質的部分）を充足しないことから、本
件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属す
るということはできない。』 
 

検討 
 均等の第１要件における本質的部分は、特許発明
の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成す
る特徴的部分が何であるかを確定することによって
認定される。 
 ところで、この「従来技術」とは、特許発明の出
願時に公開されている発明とすることができること
は当然であるが、拡大先願発明を参酌できるかには
、争いがあるように思われる。 
 本判決においては、特許法２９条の２の趣旨及び
それによる特許法の法意から、「均等侵害の成否の
判断のために発明の本質的部分として従来技術に見
られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を
認定するに当たって、拡大先願発明も参酌すべきも
のと解するのが相当である」と判断された。 
 今後、均等侵害を判断する上で、参考となる裁判
例である。 
 

実務上の指針 
 本判決のように、従来技術として拡大先願発明も
参酌できる可能性があるため、均等侵害を否定する
側としては、公知発明だけでなく、拡大先願発明ま
で広げて、従来技術を調査すべきである。 
 なお、今後、同様のケースがあった場合に、均等
侵害の成否の判断において、従来技術として拡大先
願発明も参酌できると判断されるか否かについて、
注目したい。 

以 上 


